
○徳島大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規則 

昭和５２年７月１５日 

規則第５６４号制定 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、徳島大学学則第４４条、徳島大学大学院学則第３０条の７及び徳島大学学

生寮管理運営規則第１２条第３項の規定に基づき、徳島大学（以下「本学」という。）におけ

る入学料、授業料及び寄宿料の免除並びに徴収の猶予に関し必要な事項を定める。 

第２章 入学料の免除及び徴収の猶予等 

（学部における免除） 

第２条 本学の学部に入学する者（科目等履修生及び研究生として入学する者を除く。以下同

じ。）であって、大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下「法

律」という。）の規定に基づき、基準を満たす者は、基準を満たす区分に応じた入学料を免除

するものとする。 

（大学院における免除） 

第２条の２ 本学の大学院研究科に入学する者（科目等履修生及び研究生として入学する者を除

く。以下同じ。）であって、次の各号のいずれかに該当する者は、入学料を免除することがで

きる。 

(1) 経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる者 

(2) 入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下「学資負

担者」という。）が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、

入学料の納付が著しく困難であると認められる者 

(3) 前号に準ずる者であって、学長が相当と認める理由がある者 

（免除の申請） 

第３条 第２条の規定により入学料の免除を受けようとする者は、大学等における修学の支援に

関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書（別記様式第１―１号。以下

「学部申請書」という。）を、入学手続の期限までに、学長に提出しなければならない。 

２ 前条の規定により入学料の免除を受けようとする者は、入学料免除申請書（別記様式第２

号）に、別に定める書類を添付し、入学手続の期限までに、学長に提出しなければならない。 

（免除の手続） 

第４条 入学料の免除は、前条の申請に基づき、徳島大学学生委員会（以下「学生委員会」とい

う。）において選考の上、学長が許可する。 

（免除の額） 

第５条 第２条に係る入学料の免除の額は、法律の規定に基づき、基準を満たす区分に応じた入



学料の額とする。 

２ 第２条の２に係る入学料の免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。 

（徴収の猶予） 

第６条 本学の学部又は大学院研究科（以下「学部等」という。）に入学する者のうち、次の各

号のいずれかに該当する者には、入学料の徴収の猶予を行うことができる。 

(1) 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認め

られる者 

(2) 入学前１年以内において、学部等に入学する者の学資負担者が死亡し、又は学部等に入

学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付期限までに納付が困難

であると認められる者 

(3) その他やむを得ない事情があると認められる者 

２ 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者には、入学料の免除又は徴収猶予を許可し、又は不

許可とするまでの間は、入学料の徴収を猶予する。 

（徴収の猶予の申請） 

第６条の２ 前条の規定により入学料の徴収の猶予の許可を受けようとする者は、入学料徴収猶

予申請書（別記様式第３号）に、別に定める書類を添付し、入学手続の期限までに、学長に提

出しなければならない。ただし、免除の申請をした者については、免除の不許可又は半額免除

の許可を告知した日から起算して１４日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。 

（徴収の猶予の手続） 

第６条の３ 入学料の徴収の猶予は、前条の申請に基づき、学生委員会において選考の上、学長

が許可する。 

（徴収の猶予の期日） 

第６条の４ 入学料の徴収の猶予の期日は、該当者につき、入学年度の６月末日まで、９月末日

まで、１２月末日まで又は２月末日までのうちから定める。ただし、当該末日が、土曜日、日

曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「休日等」という。）に当たるとき

は、その日前におけるその日に最も近い、休日等でない日とする。 

（免除の不許可等の場合の入学料の納付） 

第７条 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者（第６

条の２のただし書きにより徴収猶予の申請をした者を除く。）は、入学料の免除若しくは徴収

猶予を不許可又は半額免除の許可を告知された日から起算して１４日以内に納付すべき入学料

を納付しなければならない。 

（死亡等による免除） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する者には、未納の入学料の全額を免除する。 

(1) 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者のうち、第６条の規定により入学料の徴収を猶



予している期間内に死亡した者 

(2) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者のう

ち、前条に規定する期間内に死亡した者 

(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除を許可された者のう

ち、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された者 

第３章 授業料の免除及び徴収の猶予 

（学部における免除） 

第９条 学部の学生（特別聴講学生、科目等履修生及び研究生を除く。第１３条各項を除き、以

下同じ。）であって、法律の規定に基づき、基準を満たす者は、基準を満たす区分に応じた授

業料を免除するものとする。 

（大学院における免除） 

第９条の２ 大学院研究科の学生（特別聴講学生、特別研究学生、科目等履修生及び研究生を除

く。第１３条各項を除き、以下同じ。）のうち、次の各号のいずれかに該当する者には、授業

料を免除することができる。 

(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる者 

(2) 授業料の各期の納期前６か月以内（新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に

係る場合には、入学前１年以内）において、学資負担者が死亡し、又は当該学生若しくは学

資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者 

(3) 前号に準ずる者であって、学長が相当と認める理由がある者 

２ 前項の規定にかかわらず、大学院研究科の特に学業等の成績が優秀な学生に対して、授業料

を免除することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、学位取得のために国際的に権威のある学術雑誌に論文を投稿

し、改稿のために標準修業年限を超えて在学することとなった学生に対して、授業料を免除す

ることができる。 

４ 前２項の免除の選考等については、別に定める。 

５ 第１項第２号及び第３号による免除は、当該理由の発生した日の属する期の翌期に納付すべ

き授業料について許可することができる。ただし、当該理由の発生の時期が当該期の授業料の

納付期限以前であり、かつ、当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合には、当該期

分の授業料について許可することができる。 

（免除の申請） 

第１０条 第９条の規定により授業料の免除を受けようとする者は、学部申請書を、別に定める

提出期限までに、学長に提出しなければならない。また、継続して授業料の免除を受けようと

する者は、大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に

関する申請書（別記様式第１―２号）を、別に定める提出期限までに、学長に提出しなければ



ならない。 

２ 前条第１項の規定により授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書（別記様式

第４号）に、別に定める書類を添付し、別に定める提出期限までに、学長に提出しなければな

らない。 

（免除の手続） 

第１１条 授業料の免除は、年度を２期に分けた区分によるものとし、前条の申請に基づき、学

生委員会において選考の上、学長が許可する。 

（免除の額） 

第１２条 第９条に係る授業料の免除の額は、法律の規定に基づき、基準を満たす区分に応じた

授業料の額とする。 

２ 第９条の２第１項に係る授業料の免除の額は、原則として各期分の授業料について、その全

額又は半額とする。 

３ 第９条の２第２項に係る授業料の免除の額は、原則として当該年度の授業料後期分につい

て、その全額、半額又は３分の１の額とする。 

（除籍、死亡、休学等による免除） 

第１３条 学部等の学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者には、未納の授業料の全額を

免除する。 

(1) 第８条第３号に該当する者 

(2) 授業料の未納を理由に除籍された者 

２ 学部等の学生のうち、死亡又は行方不明により学籍を除かれた者については、当該学籍を除

かれた学期の末日までに学資負担者が申し出た場合は、月割計算により死亡又は行方不明によ

り学籍を除かれた日の属する月の翌月以降（学籍を除かれた日が月の初日の場合は、その月）

の授業料を免除する。ただし、未納の授業料については、その全額を免除する。 

３ 学部等の学生のうち、休学をする者について、前期にあっては４月末日、後期にあっては１

０月末日までに休学を許可された場合は、月割計算により休学を開始する日の属する月の翌月

（休学を開始する日が月の初日の場合は、その月）から復学の日の属する月の前月までの授業

料を免除する。 

４ 学部等の学生のうち、授業料の徴収の猶予を許可されている者が、その願い出により退学を

許可された場合には、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除する。 

５ 学部等の学生のうち、特別の事情により、学年の中途で卒業又は修了（以下「卒業等」とい

う。）する者については、当該卒業等する日の属する期の４月末又は１０月末までに卒業等を

申し出た場合は、月割計算により卒業等する日の属する月の翌月以降の授業料を全額免除す

る。 

（徴収の猶予又は月割分納） 



第１４条 学部等の学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者には、授業料の徴収の猶予を

行うことができる。 

(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認め

られる者 

(2) 行方不明の者 

(3) 学生又は学資負担者が災害を受け、授業料の納付が困難であると認められる者 

(4) その他やむを得ない事情があると認められる者 

２ 前項に規定するもののほか、授業料の免除を申請した者には、授業料の免除を許可し、又は

不許可とするまでの間は、授業料の徴収を猶予する。 

３ 第１項各号に掲げる者に特別の事情がある場合には、授業料の月割分納を許可することがで

きる。 

（徴収の猶予又は月割分納の申請） 

第１５条 前条の規定により授業料の徴収の猶予又は月割分納の許可を受けようとする者（学生

が行方不明の場合は当該学生の保証人）は、授業料徴収猶予・月割分納申請書（別記様式第５

号）に、別に定める書類を添付し、別に定める提出期限までに、学長に提出しなければならな

い。 

（徴収の猶予又は月割分納の手続） 

第１６条 授業料の徴収の猶予又は月割分納は、年度を２期に分けた区分によるものとし、前条

の申請に基づき、学生委員会において選考の上、学長が許可する。 

（徴収の猶予の期日） 

第１７条 授業料の徴収の猶予の期日は、該当者につき、当該年度の６月末日まで、９月末日ま

で、１２月末日まで又は２月末日までのうちから定める。ただし、当該末日が、休日等に当た

るときは、その日前におけるその日に最も近い、休日等でない日とする。 

（月割分納の額及び納付期限） 

第１８条 授業料の月割分納の額は、授業料年額の１２分の１に相当する額とする。 

２ 月割分納の許可を受けた者の授業料の納付期限は、毎月２０日とする。 

第４章 寄宿料の免除 

（風水害等による免除） 

第１９条 寄宿舎に入舎している学生のうち、当該学生又は学資負担者が風水害等の災害を受

け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる者には、当該災害の発生した日の属する月

の翌月から起算して６か月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の

全額を免除することができる。 

（免除の申請） 

第２０条 前条の規定により寄宿料の免除を受けようとする者は、寄宿料免除申請書（別記様式



第６号）に、別に定める書類を添付し、学長に提出しなければならない。 

（免除の手続） 

第２１条 寄宿料の免除は、前条の申請に基づき、学生委員会において選考の上、学長が許可す

る。 

（死亡等による免除） 

第２２条 寄宿舎に入舎している学生のうち、死亡若しくは行方不明の者又は第１３条第１項各

号のいずれかに該当する者には、未納の寄宿料の全額を免除する。 

第５章 許可の取消 

（許可の取消） 

第２３条 授業料の免除又は徴収の猶予を許可された者は、許可の期間の途中においてその理由

が消滅したときは、直ちにその旨を学長に届け出なければならない。 

２ 前項による届け出を受理したときは、学長は、学生委員会の議を経て届け出の日からその許

可を取り消す。 

（許可の遡及取消） 

第２４条 入学料、授業料若しくは寄宿料の免除又は授業料の徴収の猶予の許可の決定後、当該

申請書類の記載に虚偽の事実が判明したときは、学長は、学生委員会の議を経て許可した日に

遡及してその許可を取り消す。 

第６章 雑則 

（雑則） 

第２５条 この規則に定めるもののほか、入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関し必要な事項

は、別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和５２年７月１５日から施行する。 

附 則（昭和５３年４月１日規則第５８８号改正） 

この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年３月２１日規則第６４６号改正）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５５年１０月３１日規則第６７２号改正） 

この規則は、昭和５５年１０月３１日から施行する。 

附 則（昭和５９年８月２５日規則第７８３号改正） 

この規則は、昭和５９年８月２５日から施行し、昭和５９年７月１日から適用する。 

附 則（昭和６１年４月２２日規則第８３３号改正） 

この規則は、昭和６１年４月２２日から施行する。 



附 則（昭和６２年１月１６日規則第８４４号改正） 

この規則は、昭和６２年１月１６日から施行する。 

附 則（平成４年５月１日規則第１０７０号改正） 

この規則は、平成４年５月１日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

附 則（平成６年３月１８日規則第１１３１号改正） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年７月２９日規則第１２３９号改正） 

この規則は、平成８年７月２９日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

附 則（平成１１年３月１７日規則第１４０６号改正） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年３月１７日規則第１５２７号改正） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１月５日規則第１５８９号改正） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２０日規則第１７５２号改正） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月１９日規則第１８６７号改正） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月１７日規則第９５号改正） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年２月４日規則第４６号改正） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月１９日規則第５５号改正） 

この規則は、平成２１年１月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月２４日規則第７６号改正） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日規則第４５号改正） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月１９日規則第６９号改正） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１月２３日規則第４７号改正） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２６日規則第８２号改正） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第９条第１項の改正規定は、平成３



１年度の入学生から適用する。 

附 則（令和２年３月９日規則第５８号改正） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に本学の学部に在学する者及びこの規則の施行日以降に本学の学部

に新たに入学する者に対する法律の施行に伴う授業料免除の経過措置に関する事項は、徳島大

学授業料の免除の経過措置に関する要領（令和２年３月９日学長裁定）に定めるところによ

る。 

附 則（令和３年２月２５日規則第５８号改正） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月１６日規則第４５号改正） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年３月３１日に大学院総合科学教育部及び先端技術科学教育部に在学する者は、改正

後の規定を適用するものとする。ただし、第９条の２、別記様式第４号及び別記様式第５号中

「研究科」とあるのは、「教育部」とする。 

附 則（令和５年３月１３日規則第６２号改正） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 



別記様式第１－１号 

大学等における修学の支援に関する法律による 

授業料等減免の対象者の認定に関する申請書 

  （和暦）  年  月  日 

徳島大学長 殿 

 

 私は，貴学に対し，大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者とし

ての認定を申請します。 

 

申請にあたって，私は以下の事項を確認し，理解しています。 

◆ この申請書の記載事項は事実と相違ありません。なお，申請書の記載事項に事実と相違があ

った場合，認定を取り消され，減免を打ち切られることがあるとともに，在学する学校から減

免を受けた金額の支払を求められることがあることを承知しています。 

◆ 授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて，独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構

」という。）を通じ，徳島大学が機構の保有する私の給付奨学金に関する情報の送付を受ける

こと，及び機構が徳島大学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに

同意します。 

◆ 現在，他の学校において，大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免を受

けておらず，当該授業料等減免の対象者の認定申請中でもありません。 

 

※以下のすべての項目を申請者本人が記入してください。（＊を附した項目については，該当者

のみ記入すること。） 

 

 

申

請

者 

 

フリガナ 

 

 

入学年月 （和暦）  年  月入学 
 

氏 名 

 

 

 

 

 

生年月日 
（西暦）    年    月    日生 （    歳） 

 

現住所 

 

〒     －     

      都道       市区 

府県       町村 

 

所属学部 

・学科等 
 学生番号  

学 年  昼間・夜間・通信の別 □昼（昼夜開講を含む） □夜  □通信 



過去に本制度の支援を 

受けた学校名，期間(＊) 

（学校名） 

 

（期間/月数） 

 年 月～  年 月／  月 

過去に本制度の入学金減免を受けたことがありますか。 ある  ・  なし 

日本学生支援機構の給付奨学金に関する情報 

（いずれかの□に✔印を付け，右欄に該当する番号を記載してください。） 

※予約採用の採用候補者は，機構からの通知のコピーを添付すること 
 

□ 予約採用の申込を行った者 

【給付奨学金の申込の受付番号（採用候補者

となっていれば登録番号，給付奨学生となっ

ていれば奨学生番号）】 

 

□ 在学（在学予約）採用の申込を行った者 

【給付奨学金の申込の受付番号（給付奨学生

となっていれば奨学生番号）】 

 

 

 



別記様式第１－２号 

大学等における修学の支援に関する法律による 

授業料等減免の対象者の認定の継続に関する申請書 

  （和暦）  年  月  日 

徳島大学長 殿 

 

 私は，貴学に対し，大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の継続を申請し

ます。 

 

申請にあたって，私は以下の事項を確認し，理解しています。 

◆ この申請書の記載事項は事実と相違ありません。なお，申請書の記載事項に事実と相違があ

った場合，減免を打ち切られることがあるとともに，在学する学校において減免を受けた金額

の支払を求められることがあることを承知しています。 

◆ 授業料等減免の対象者の認定手続きにおいて，独立行政法人日本学生支援機構（以下「機構

」という。）を通じ，徳島大学が機構の保有する私の給付奨学金に関する情報の送付を受ける

こと，及び機構が徳島大学の保有する私の授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに

同意します。 

 

※以下のすべての項目を申請者本人が記入してください。 

 

申

請

者 

 

フリガナ 

 

 

入学年月 （和暦）  年  月入学 
 

氏 名 

 

 

 

 

 

生年月日 
（西暦）    年    月    日生 （    歳） 

 

現住所 

 

〒     －     

      都道       市区 

府県       町村 

 

所属学部 

・学科等 
 学生番号  

学 年  昼間・夜間・通信の別 □昼（昼夜開講を含む） □夜  □通信 

日本学生支援機構の給付奨学金に関する情報 

 
給付奨学金の奨学生番号  

 



別記様式第２号 

 

入 学 料 免 除 申 請 書 

 

(和暦)  年  月  日   

 

  徳島大学長    殿 

 

 

    学部      学科第  年次    

   研究科 修士・博士前期         

博士・博士後期         

   専攻     コース          

第  年次        

 

(和暦)  年度入学        

本 人 住所                    

署名                    

保証人 住所                    

署名                    

 

 このたび，下記により入学料を免除願いたく御許可くださるよう保証人連署をもって申

請します。 

 

記 

 

1 免除を受けたい額    金          円 

 

2 免除を受けたい理由(詳細に記入すること。) 

 

 



別記様式第３号 

 

入学 料徴収猶予申請書 

 

(和暦)  年  月  日   

 

  徳島大学長    殿 

 

      学部      学科第  年次   

 

      研究科 修士・博士前期       

博士・博士後期       

 

   専攻     コース           

第  年次       

 

 

(和暦)  年度入学       

 

本 人 住所              

署名              

保証人 住所              

署名              

 

 このたび，下記により入学料を徴収猶予願いたく御許可くださるよう保証人連署を 

もって申請します。 

 

記 

 

 1 徴収猶予を受けたい額    金         円 

 

 2 徴収猶予を受けたい理由(詳細に記入すること。) 

 

 3 徴収猶予を受けたい期間(○印で囲む。) 

  6月末日まで，9月末日まで，12月末日まで，2月末日まで(当該末日が，土曜日，日曜

日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たると

きは，その日前におけるその日に最も近い，休日等でない日とする。) 

 

 

 

 



別記様式第４号 

授 業 料 免 除 申 請 書 

 

(和暦)  年  月  日  

 

  徳島大学長    殿 

 

    学部    学科第  年次   

 

   研究科 修士・博士前期      

博士・博士後期      

   専攻      コース      

第  年次      

 

 

(和暦)  年度入学      

 

本 人 住所              

 

署名              

 

保証人 住所              

 

署名              

 

 

 このたび，下記により授業料を免除願いたく御許可くださるよう保証人連署をもっ 

て申請します。 

 

記 

 1 免 除 該 当 期 間 
(和暦)  年  月  日から 

(和暦)  年  月  日まで 
期分  

 

 2 免除を受けたい額    金         円 

 

 3 免除を受けたい理由(詳細に記入すること。) 

 

 



別記様式第５号 

授業料 
徴収猶予 

月割分納 
申請書 

(和暦)  年  月  日  

 

  徳島大学長    殿 

 

    学部    学科第  年次   

 

   研究科 修士・博士前期      

博士・博士後期      

   専攻      コース      

第  年次      

 

(和暦)  年度入学      

 

学生番号                

 

本 人 住所              

 

署名              

 

保証人 住所              

 

署名              

 このたび，下記により授業料を 
徴収猶予 

月割分納 
願いたく御許可くださるよう保証人連署 

をもって申請します。 

 

記 

1 
徴収猶予 

月割分納 
を受けたい理由(詳細に記入すること。) 

 

2 徴収猶予の期間(該当各期に○印で囲む。) 

  6月末日まで，9月末日まで，12月末日まで，2月末日まで(当該末日が，土曜日，日曜

日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たると

きは，その日前におけるその日に最も近い，休日等でない日とする。) 

 

3 月割分納(該当期を○印で囲む。) 

  前期分 ・ 後期分 

＊徴収猶予，月割分納の区分については，いずれかを○印で囲むこと。 

 



別記様式第６号 

寄 宿 料 免 除 申 請 書 

 

(和暦)  年  月  日  

 

  徳島大学長    殿 

 

 

    学部    学科第  年次   

 

((和暦)  年度入学)   

 

署名              

 

 このたび，下記により寄宿料を免除願いたいので申請します。 

 

 

記 

  

免 除 を 受 け た い

理 由 (詳 細 に) 
  

  

免 除 を 受 け た い

期 間 

 (和暦)   年   月   日から 

 (和暦)   年   月   日まで 
計  月分 

  

 


